
 

  

スマホの方はこちら インターネットからの申込はこちら 

ＪＡとのお取引はこれからという方もお気軽にご相談ください 

大曲総合支店 ☎0187-63-4343 西仙北総合支店 ☎0187-75-1211 中仙総合支店 ☎0187-56-2005 

角館総合支店 ☎0187-54-3151 千畑総合支店  ☎0187-85-4111 

ご 利 用 い た だ け る 方                    

組合員の方（現在組合員でない方でも、出資いただき組合員になるこ

とで利用いただけます）。 

お借入時の年齢が 20 歳以上 80 歳以下の方。            

所定の保証機関の保証が受けられる方。 

資 金 使 途                    

①住宅の増改築・修繕又はバリアフリー改修・耐震補強の工事費。 

②オール電化・ガス化などの住宅設備機器や介護機器の購入・工事費。 

③冷暖房・融雪・太陽熱温水器・ソーラー発電器の購入・工事費。 

④門扉・外溝・車庫・駐車場の購入・工事費。 

⑤造園・ガーデニング・上下水道などの工事費。 

⑥リフォームローンの借換え資金（①～⑤と併用可）など 

借 入 金 額                    

10 万円以上 1,500 万円以内（1 万円単位）とし、所要額以内。 

但し、営農者を除く自営業者は 1,000 万円以内とします。 

借 入 期 間                    

6 ヶ月以上 20 年以内（1 ヶ月単位）。 

借換資金のみの場合は、残存期間を上限とする。 

借 入 利 率                    

標記の利率は変動金利型であり、お借入時の利率は、3 月 1 日およ

び 9 月 1 日の基準金利（パーソナルプライムレート）により年 2 回

見直しを行い、4 月 1 日および 10 月 1 日から適用利率を変更 

いたします。 

お借入後の利率は、４月１日および 10 月１日の基準金利（パー

ソナルプライムレート）により、年２回見直しを行い、６月・12

月の約定返済日の翌日より適用利率を変更いたします。 

返 済 方 法                    

元利均等返済とし、毎月返済方式、特定月増額返済方式のいずれ

かをご選択いただけます。 

担 保                    

不要です。 

保 証                    

㈱ジャックスの保証を利用いただきますので、保証人は原則として

不要です。 

保証料は金利に含まれています。 

団 体 信 用 生 命 共 済                    

原則として団体信用生命共済（保険）に加入頂きます。掛金は当 JA

が負担します。 

 

店頭にて返済額の試算を承っております。 

詳しい商品概要については店頭及び裏面の商品概要説明書をご確認く

ださい。 

審査の結果ご希望に添えない場合もございますのでご了承ください。 

商品概要 

 
 
 
 



 

 

商品概要説明書 スマートリフォームローン 

（2026 年 4 月 1 日現在) 

商品名 スマートリフォームローン  返済方法 

 

○元利均等返済（毎月の返済額（元金＋利息）が一定金額となる方

法）とし、毎月返済方式、特定月増額返済方式（毎月返済方式に加

え年２回の特定月に増額して返済する方式。特定月増額返済による

返済元金総額は、お借入金額の 50％以内、１万円単位です。）のい

ずれかをご選択いただけます。 

ご 利 用 い

た だ け る

方 

 

○組合員であること。ただし、地区外に居住する准組合員

については、県内に居住し地区内に勤務地を有しているこ

と。 

○お借入時の年齢が２０歳以上 80 歳以下の方 

○安定継続した収入のある方 

○原則として団体信用生命共済（保険）に加入できる方 

○当ＪＡが指定する保証機関の保証が受けられる方 

〇リフォームローン又は住宅ローンの借換えを資金使途に

含む場合は、その借換対象ローンで直近 6 か月以内に返済

遅延がないこと 

○その他当ＪＡが定める条件を満たしている方 

 

担保 ○無担保 

保証人 

 

 

○当ＪＡが指定する保証機関（株式会社ジャックス）の保証をご利

用いただきますので、原則として保証人は不要です。 

 

団体信用

生命共済 

（保険） 

 

 

〇団体信用生命共済（保険）への加入を条件とする。 

〇完済時年齢 75 歳以下、融資金額が 1,000 万円以内かつ融資期間

が 15 年以内の場合で、団体信用生命共済（保険）へ加入できない

場合は加入の条件を免責する 

 

資金使途 

 

○借入申込者、配偶者又は二親等以内の家族が所有する既

存住宅の増改築、改修、補修及びその他住宅に付帯する施

設等の住宅関連設備資金を対象とする 

①住宅の増改築、改修・修繕などの工事資金 

②キッチン、バス、トイレなどのリフォーム資金 

③家庭用蓄電池・太陽光発電システム（50ＫＷ未満）など

の住宅設備資金 

④門塀・造園・車庫などのエクステリア資金 

⑤リフォームローンの借換え資金（①～④と併用可） 

⑥リフォーム資金①～④と合わせた住宅ローンの借換え資

金 

⑦リフォーム資金と同時に購入する家具及び家電等の資金  

手数料 

 

 

〇ご返済期間終了までの間において、全額繰上返済をされる場合

は、次の事務手数料（消費税含む。）が必要です。 

 ①残高が 1,000 万円以上 1,500 万円未満の場合 …55,000 円 

 ②残高が 500 万円以上 1,000 万円未満の場合  …33,000 円  

 ③残高が 500 万円未満の場合          …22,000 円 

〇一部繰上返済に関しては、金額に関わらず返済手数料(消費税含

む。)11,000 円となります。 

〇ご返済期間終了までの間において、ご返済条件を変更される場合

の条件変更手数料は無料です。 
借入金額 ○10 万円以上 1,500 万円以内（１万円単位） 

 但し、営農者を除く自営業者は 1,000 万円以内 苦情処理

措置およ

び紛争解

決措置の

内容 

○苦情処理措置 

 本商品にかかる相談・苦情（以下「苦情等」という。）につきまし

ては、当組合本支店または金融共済部(電話：０１８７－４２－８０

９１)にお申し出ください。当組合では規則の制定など苦情等に対処

する態勢を整備し、迅速かつ適切な対応に努め、苦情等の解決を図

ります。 

また、ＪＡバンク相談所（電話：０３－６８３７－１３５９）で

も、苦情等を受け付けております。 

○紛争解決措置 

外部の紛争解決機関を利用して解決を図りたい場合は、次の機関を

利用できます。上記当組合金融共済部またはＪＡバンク相談所にお

申し出ください。 

仙台弁護士会（ＪＡバンク相談所を通じてのご利用となります。上

記ＪＡバンク相談所にお申し出ください。） 

借入期間 ○６か月以上 20 年以内（1 か月単位）とします 

 借換資金のみの場合は、残存期間を上限とする 

借入利率 【変動金利型】 

お借入時の利率は、３月１日および９月１日の基準金利（パ

ーソナルプライムレート）により、年２回見直しを行い、

4 月 1 日および 10 月１日から適用利率を変更いたしま

す。 

お借入後の利率は、４月１日および 10 月１日の基準金利

（パーソナルプライムレート）により、年２回見直しを行

い、６月・12 月の約定返済日の翌日より適用利率を変更い

たします。 

○利率は店頭に掲示します。詳細については、当ＪＡの融

資窓口へお問い合わせください。 

 

 

 

 

 

 

 

その他 ○お申込みに際しては、当ＪＡおよび当ＪＡが指定する保証機関に

おいて所定の審査をさせていただきます。審査の結果によっては、

ご希望に沿いかねる場合もございますので、あらかじめご了承くだ

さい。 

○印紙税が別途必要となります。 

○現在のお借入利率やご返済額の試算については、当ＪＡの融資窓

口までお問い合わせください。 

  ＪＡ秋田おばこ 


